
 ◆問い合わせ　環境対策課 汚水処理対策室（☎85－7160）

　フラダンス、フラメンコ、社交ダンス、フォークダンス、
ヒップホップ、創作炭坑節など踊りの種類は問いません。
◆と　　き　11月4日（日）12時30分～13時30分（予定）
◆募 集 数　7団体程度（応募者多数の場合は抽選）
　　　　　　※個人による参加も可能です。
◆応募条件　音源（ＣＤ）は各自で準備
　　　　　　※１団体５分以内（ステージ入退場の時間も
　　　　　　　含む）。
　　　　　　※原則４日の炭坑節総踊りにも応募すること。

　「炭坑節まつり」のフィナーレを飾る「炭坑節総踊り」の
参加者を募集します。ふるさと田川を愛する人、伝統を守
りたい人、踊りが好きな人、思い出を作りたい人など、目
的は問いません。総踊りに参加し、炭坑節を全国にＰＲし
ましょう。
◆と　　き　11月4日（日）15時30分～16時30分（予定）

◆と　　き　11月3日（土）10時開会（予定）
◆と こ ろ　石炭記念公園内特設土俵
◆種　　別　個人戦の部、団体戦の部
◆参加資格　田川市郡の小学３年生～６年生の男女
◆参 加 費　無料

◆と　き　【事前準備】9月初旬から11月3日（土）までに準
備会議または作業（2週に1回程度）を行う予定
です。

◆ところ　【事前準備】（公社）田川青年会議所事務局
　　　　　【設置・撤去】石炭記念公園
※キャンドルの事前準備から設置・撤去までのボランティ
アです。協力いただける人は、月曜日～金曜日の10時
～16時に（公社）田川青年会議所事務局（☎44-6348）
に連絡してください。作業内容などの詳細をお知らせし
ます。

　まつりの実施に向けて、募金にご協力をお願いします。
募金箱は市役所などに設置しています。また、協賛いただ
ける企業・団体なども募集します。協賛金は 1 口 5,000
円です（何口でも可）。
　ご支援ご協力をお願いします。

　田川地域8市町村で競う炭坑節コンテストを実施します。
表彰された団体（１位～３位まで）には、表彰状のほかに
副賞として賞金が授与されます。
◆と　き　11月4日（日）13時30分～14時30分（予定）
※イベントの詳細や参加申し込み方法などの情報は、田川
広域観光協会（☎45-0700）に問い合わせください。

◆と　き　11月３日（土）・４日（日）
◆ところ　石炭記念公園周辺

◆申込期限　9月21日（金）
◆申し込み方法　持参、郵送またはＦＡＸで申し込み。
◆申込書の配布場所　申込書は公共施設などで配付して
います。また、ホームページからもダウンロードできます。
　（http://www.joho-tagawa.jp/coalmine/application/）
◆申し込み・問い合わせ　〒825-8501
　田川市中央町1番1号（たがわ魅力向上課内）
　TAGAWAコールマイン・フェスティバル
　実行委員会事務局
　☎ 85-7147　FAX 46-0124

炭坑節コンテスト 参加者募集

第7回
田川チビッコ相撲大会参加者募集 　貴乃花部屋力士の胸を借りてのデモンストレーション取

組などを実施します。現役力士の迫力を肌で感じることが
できる機会です。「チビッコ相撲大会」と合わせて参加して
みませんか。
◆と　き　11月４日（日）13時～15時（予定）
◆参加費　無料

ふれあい相撲 参加者募集

下記の詳細と申込書は、９月上旬に各学校へ配布します。
その他の詳細は、田川商工会議所青年部（☎44-3150）に

問い合わせください。

広報たがわ８月１日号では、住民のみなさんによる「合併処理浄化槽（以下「浄化槽」という。）」の
「正しい使い方」をお知らせしました。

９月１日号では「浄化槽の管理ってなに？」「浄化槽はどうやって管理するの？」といった
意外と知られていない「管理の仕組み」をお知らせします。

浄化槽の管理ってなに？
　浄化槽の機能をきちんと発揮させるためには、住民のみなさんによる浄化槽の「正しい使い方」だけではなく、
浄化槽の【日頃のメンテナンス】と【定期的な検査】が大切です。【日頃のメンテナンス】とは、「保守点検」と「清
掃」と呼ばれる維持管理作業のことです。車で例えると、点検整備やオイル交換のようなものです。

「保守点検」
　装置の点検や機器の調整・修理、消毒剤の補充などの作業です。
浄化槽の機能を維持するため、年に３回以上の点検が必要です。

「清掃」
　浄化槽内にたまった固形物や汚泥を浄化槽の外へ取り除き、機器
類を洗浄、清掃する作業です。浄化槽内では、固形物や汚泥が少し
ずつたまり、放っておくと浄化槽の機能が低下してしまいます。年
１回以上の清掃で、汚れを取り除くことが必要です。

　【定期的な検査】とは「保守点検」や「清掃」が正しく行われているか、
浄化槽が正常に機能しているかを確認する「法律で定められた検査（以
下「法定検査」という。）」のことです。
　法定検査には、浄化槽を使い始めて３か月経過してから５か月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後
毎年１回定期的に行う「定期検査」があります。車で例えると、定期的に出す車検のような仕組みです。

浄化槽はどうやって管理するの？
　浄化槽は、定期的な「保守点検」「清掃」「法定検査」による適正な管
理が、法律で義務付けられています。しかし、保守点検や清掃は専門的
な作業が多く、みなさん自身で行うことは大変です。そのため、専門業
者と契約を結び、適正な維持管理を行うようにしましょう。
※「法定検査」は、専門業者に受検手続きを代行してもらうことができ
ます。

浄化槽の管理状況を確認しましょう
　専門業者と契約している場合は、保守点検や清掃の記録がお手元に届けられます。法定検査の結果は、指定検
査機関から検査結果書が通知されます。
　みなさんの浄化槽がどのような状態にあるか確認してみてください。

浄化槽と上手に付き合いましょう
　浄化槽は「設置したら終わり」ではありません。設置後の「適正な管理」や「正しい使い方」を実践しなければ、
浄化槽はうまく働きません。
　市では、みなさんに「浄化槽の適正な管理」の必要性を知ってもらうとともに、よりよい「適正な管理」が行
える体制づくりに取り組んでいます。みなさん一人ひとりが浄化槽を守っていくことは、ふるさとの河川を守る
ことにつながっているのです。

ふるさとの未来を考える
～市全域の合併処理浄化槽整備を目指して～
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